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調達要求番号： 

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 

物品番号  仕 様 書 番 号 

消火器・粉末・小型船舶用 

ＧＥ－Ｋ４２０１２３Ｊ 

作    成 昭和５０年 ５月１７日 

変    更 令和 ６年 １月２６日 

作成部隊等名 補給統制本部 施設部 

1 総則 

1.1 適用範囲 

この仕様書は，陸上自衛隊の動力ボートなどに備え付ける消火器・粉末・小型船舶用（以下，“消

火器”という。）について規定する。 

1.2 用語及び定義 

 この仕様書で用いる用語及び定義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。 

1.3 種類 

 種類は，表1による。細部は，調達要領指定書によって指定する。 

表1－種類 

番号 種類 薬剤質量 

１ 手提げ式 １．０ ｋｇ 

２ １．２ ｋｇ 

３ 粉末自動拡散型 ０．８ ｋｇ 

４ １．５ ｋｇ 

1.4 製品の呼び方 

 製品の呼び方は，仕様書の名称，表1の種類及び薬剤質量とする。 

   例 消火器・粉末・小型船舶用 手提げ式 １．０ ｋｇ 

1.5 引用文書 

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成

すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 

a) 仕様書 

  ＧＥ－Ｚ４２１０１８     粉末消火器 

  ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１ 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書 

b) 法令等 

  船舶安全法（昭和８年法律第１１号） 

  小型船舶の基準を定める告示（平成１４年国土交通省告示第５１７号） 

 

2 製品に関する要求 

2.1 一般的事項 

 一般的事項は，次による。 

a) 消火器は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，納入時において，製造から半年以内の

製品とする。 
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b) 手提げ式は，次による。 

1)  消火器リサイクルシールを貼付した製品とする。 

2) 調達要領指定書によって指定する場合を除き，加圧式又は蓄圧式とする。 

c) 薬剤質量の数値は，標準とし（表1の番号１は，＋１０ ％以内とする。），型式承認を得た製品 

とする。 

2.2 検定 

 この仕様書で調達する消火器は，“船舶安全法”の定めるところによる型式承認及び個別検定に合

格した製品とする。 

2.3 材料・消火薬剤 

2.3.1 材料 

 消火器の各部に使用する材料は，“小型船舶の基準を定める告示”（以下，“告示”という。）第

３条第１項第２号及び第３条第２項の規定による。 

2.3.2 消火薬剤 

 消火薬剤は，告示第３条第１項第３号，第４号及び第３条第２項の規定による。 

2.4 構造 

2.4.1 一般構造 

 一般構造は，次による。細部は，承認図面による。 

a) 手提げ式 手提げ式は，次による。 

1) 本体容器に粉末消火薬剤を充塡して使用する場合，レバーを握ることで，加圧ガス容器中のガ 

ス又は本体容器中の蓄圧ガスの圧力によってホース及びノズルを通り消火薬剤が放射される構 

造とする。 

 2) 本体容器は，再充塡が可能な構造とする。また，加圧用ガス容器は，使い捨てとする。 

b) 粉末自動拡散型 火災による温度上昇を感知して自動的に粉末消火剤を扇状に放射する構造す

る。 

2.4.2 各部構造 

 消火器各部の構造は，次による。細部は，承認図面による。 

a) 手提げ式は，次による。 

 1) 安全装置は，腐食，安全ピンの曲がりなどによって安全装置が外れず，放射不能の状態になる

のを防ぐ設計であり，かつ，使用済みの状態が確認可能とする。 

 2) 保持装置は，ベースプレート，消火器受台及び消火器保持用バンドで構成され，着脱が容易に

可能とする。 

 3) 告示第３条第１項第３号による。 

b) 粉末自動拡散型は，次による。 

1) ブラケット付きとし，着脱が容易に可能とする。 

2) 告示第３条第２項による。 

2.4.3 寸法・質量 

 寸法及び質量は，製造者が規定する仕様及び社内規格による。 

2.5 性能 

 性能は，次による。 

a)  手提げ式は，次による。 

  1) 有効射程距離は，３ ｍ以上とする。 
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 2) 有効継続放射時間は，７秒以上とする。 

b)  粉末拡散型は，次による。 

  1) 感知温度は，９５ ℃とする。 

 2) 防護容積は，粉末自動拡散型の薬剤質量０．８ ｋｇは，４ ｍ３以上とし，粉末自動拡散型の 

薬剤質量１．５ ｋｇは，８ ｍ３以上とする。 

  3) 放射時間は，粉末自動拡散型の薬剤質量０．８ ｋｇは，４秒を標準とし，粉末自動拡散型の

薬剤質量１．５ ｋｇは，６秒を標準とする。 

2.6 外観・塗装 

2.6.1 外観 

 外観は，きず，割れ，まくれその他の欠陥がなく，各部の仕上がりは，良好でなければならない。 

2.6.2 塗装 

 塗装は，告示第３条第１項第３号による。 

2.7 製品の表示 

製品の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，次によるほか，ＧＥ－Ｚ４２１０１

８の2.7による。細部は，承認図面による。 

a) 手提げ式  告示第３条第１項第３号による。 

b) 粉末自動拡散型 告示第３条第２項による。 

 

3 品質保証 

 監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。 

 

4 出荷条件 

4.1 包装 

 包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。 

4.2 包装の表示 

 包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。 

 

5 その他の指示 

5.1  承認用図面 

契約の相手方は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の箇条6によって全体図，主要諸元，2.4.1，

2.4.2及び2.7について，承認用図面各３部のほか，承認願書１部を契約担当官等に提出し，承認を

受ける。 

5.2 納入書類 

5.2.1 添付書類 

 契約の相手方は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，消火器ごとに表2の書類を添付す

る。 

表2－添付書類 

名称 数量ａ） 摘要 

取扱説明書 １ ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の7.1 a)による。 

注ａ）数量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 

5.2.2 提出書類 
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 契約の相手方は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，製品納入時，陸上自衛隊補給統制

本部施設部に表3の書類を提出する。 

表3－提出書類 

番号 名称 数量ａ） 摘要 

１ 取扱説明書 １ ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の7.1 a) ，7.2 a)及び7.3 

a)による。 

日本語版とし，合冊してもよい。 

２ 整備資料ｂ） １ 

３ 部品表ｃ） １ 

４ 試験成績書 １ ― 

注ａ） 数量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 

注ｂ） 整備維持要領及び再充塡要領の記載を含む。（粉末自動拡散型は，再充塡要領を除く。） 

注ｃ） 部品の価格及び各地販売店名の記載を含む。 

5.3 仕様書に関する疑義 

 この仕様書に関する疑義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の8.3による。 

. 


